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〈ＰＡＲＴ１〉なぜ今、自社株評価なのか

相続税大増税時代
平成２７年１月からスタート

不動産は ｢オリンピック」で上昇

「基礎控除は４０％」カット
３０年前のレベル

法人の経営者

自社株式の評価で、相続税が大きく変わる
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〈注意が必要な法人〉

① 現在業績が良い法人

② 社歴が長く、過去に業績が良かった法人

③ 過去に買った土地を所有している法人
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身体にとっての「健康診断 」

人間ドッグ

会社経営者にとっての人間ドックは
「自社株式の評価」

「株価」が分からなければ「相続財産」が決まらない
相続税対策の最重要ポイント
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このような考えの経営者には「自社株式の評価」が重要

（１） 親族に自己株の「贈与」「譲渡」を考えている

（２） 子会社に自社株を「譲渡」しようとしている
「持株会社」構想

「自分の会社の株式の評価額を知っていますか？」
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〈ＰＡＲＴ２〉自己株式の評価方法とは

純資産価額

類似業種比準方式

特例的評価方法 配当還元方式

相続税及び贈与税における自社株の評価

原則 時価評価

一定要件で税法「財産評価基本通達」で定める方法を準用

5

自社株の

原則的評価方法
「純資産額」と「類似業種比準方式」の併用方式
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それぞれの評価方法は､次の様な会社の規模や業種で

決められている。

「売上高」 「資産額」 「従業員数」

≪ 大会社 ≫ 「類似業種比準」（純資産価額でも可）

≪ 中会社 ≫ （下記の方法 ただし「純資産」も可）

＜中の大＞ 「類 似」×０．９ ＋ 「純資産」×（１－０．９）

＜中の中＞ 「 〃 」×０．７５＋ 「 〃 」×（１－０．７５）

＜中の小＞ 「 〃 」×０．６ ＋ 「 〃 」×（１－０．６）

≪ 小会社 ≫ 「純資産方式」

又は「類 似 」×０．５＋ 「純資産」×（１－０．５）
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＜１＞純資産方式とは

※相続時で清算したと仮定して、清算所得の法人税を控除する

法人税率（Ｈ２６．４より）
7

相続税評価による 〈資産 〉

相続税〈純資産 〉

相続税評価による 〈負債 〉

法人税

相当額

簿価

〈純資産 〉

相続税評価

〈純資産 〉

１株当たり
純資産

⑴ － ⑵

発行済株式数

－

－＝

＝

＝

※

×４０％

⑴

⑵

・・・・・

・・・

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

１株当たり
〈税引後純資産 〉
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法人税等

簿価

〈資産 〉

200

相続税

評価

〈資産 〉 ４００

《含み益有》（2００）

簿価

〈純資産 〉100

簿価

〈負 債 〉100

相続税

〈負 債 〉100

相続税

〈純資産 〉300

法人税等△80

差引 220

相続税〈純資産〉

300

簿価〈純資産〉

100－

実効税率

× ４０％ ＝ 80
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＜２＞類似業種比準方式とは

上場企業の３要素 （ ｢利益 ｣ ｢配当 ｣ ｢純資産 ｣ ）

と評価する法人の３要素を比較して「株価」を算出する方式

9

上場企業の

３ヶ月の株価、

と前年平均の
うち、低い方

当社「配当」

当社の１株の額面金額

５０円

大 ０．７

中 ０．６

小 ０．５

当社「利益」 当社「純資産」

×

××

＋×３＋

５

上場「配当」 上場「利益」 上場「純資産」

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



10 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

いずれか
低い「株価」



＜３＞配当還元方式とは

会社の経営者一族（同族株主）以外の株主（零細株主）

の所有している株式の評価

会社の支配目的でないので評価方法が同族株主と違う

株式の所有の目的は主に「配当」にあるので次の算式による
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その株式に対する年間配当金 １株の資本金

１０％ ５０円

※ 原則方式と比べ格段に低い

社員持株会等に適用 （Ｐ４５参照）

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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＜４＞株式保有特定会社とは

法人の有する資産のうち「株式」が著しく多い場合は、

特別な評価方法による

類似業種比準方式では、不当に低くなる

〈株式保有割合 〉 ｟ 小会社・中会社・大会社に共通 ｠

相続税評価の株式及び出資

相続税評価総資産（路線価）

13

＝ ５０％以上
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〈評価方法 〉

〈Ａ〉 〈Ｂ〉 いずれか低い方

〈Ａ〉 純資産価額方式

〈Ｂ〉 Ｓ１＋Ｓ２方式

Ｓ１ ・・・・・法人の株式等以外の資産を「原則的評価方式」で評価

（受取配当金なしとする）

Ｓ２ ・・・・・法人の株式等のみを「純資産価額方式」で評価

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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＜５＞土地保有特定会社とは

法人の資産のうち、大部分を土地が占める場合

類似業種比準方式では「大会社 」になり不当に低くなる

純資産価額方式

＜土地保有特定会社の判定方法＞

大会社 ７０％

中会社 ９０％

小会社

15 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

総資産が大会社 ７０％

総資産が中会社 ９０％

その他 適用なし

（ 売上・従業員 ）



＜６＞開業後３年未満等の会社の評価

開業後３年未満の会社

｢配当 」 「利益 」 「純資産 」 ゼロの会社

類似業種比準方式は不適当

純資産価額

※ 開業前、又は休業中の会社も同じ 「純資産価額方式」
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＜７＞比準要素「１」の会社の評価

類似業種比準価額等の３要素

「 配当」 「 利益 」 「 純資産 」

このうち 配当ゼロ 利益ゼロ であれば

「純資産」のみになり「比準要素１」の法人になり

次の方法で算定する

17 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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㋑純資産価額

いずれか選択 ㋺併用方式

類似業種比準価額×０．２５

＋ 純資産価額×（１－０．２５）

類似業種比準方式より不利

「配当」「利益」を計上する

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜８＞売買の場合の自社株の評価方法

株価の算定の必要性は相続税・贈与税に限らない

〈 株価の算定が必要なケース 〉

① 事業承継対策における自社株の譲渡

② 自己株式の買取

③ 同族会社の組織再編

④ 所得税法人税の取扱における時価評価

19 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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〈 評価方法 〉

（１） 時価評価（売買事例）又は類似売買事例

（ほとんど事例なし）

（２） （１）以外は

「財産評価基本通達 」 「相続税評価 」を準用

※実務上は「相続税評価 」

〈 注意点 〉 ｟ 重要 ｠

（１）法人税等（４０％）の控除なし（清算を考慮する必要がない）

（２）「中心株主 」は、会社規模の判定を常に「小会社 」にする

※「純資産 」の比重を大きくする

（３）会社の所有する「不動産 」と「上場有価証券 」は売買時

の「時価 」評価
Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜９＞株価引下げ

＜会社規模＞ （小→中 中→大 ････有利な区分にする）
① 従業員数
② 簿価総資産価額
③ 年間取引額

借入して設備の計画がある場合に、簿価総資産価額が
８億円の場合、２億円の設備投資で大会社になる

中会社 ｢８億｣ ＋ ｢２億｣ 設備 大会社 ｢１０億｣

中会社から大会社へ株価が劇的に下がる

＜事業種目＞
類似業種 併用割合が有利な「種目」にする（合併等）

「卸売」 → 「小売」

21 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜ケーススタディ ＞

〈中会社〉

総資産 ８億円

従業員 ５１人

売上 １０億円

純資産価額 １１０万円

類似業種比準価額 ２７，６００円

〈大会社〉 総資産 ８億円 → １０億円

《株価》 中会社「134,840円」 → 大会社「32,200円」

株式や土地を数多く購入した場合は

「 株式保有特定会社 」や 「土地保有特定会社 」に

ならないよう留意する
Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

７６％の減額

22



＜ＰＡＲＴ３＞ 資産・負債の引下げ対策
＜１＞ 不良債権

不良債権 （貸倒損失）

「回収が著しく困難な場合」 純資産価額方式では減額

類似業種比率方式では、減額されない （簿価評価）

早急に「貸倒損失」計上すべき

類似業種比率方式では、「利益」を引き下げ、純資産価額は

簿価で計上される

23 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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「貸倒損失」に計上しないと、「利益」と「純資産価格」の

２要素で株価上昇

「 不良債権 」

貸倒損失計上すべき

法人税の節税効果

相続税対策

類似業種比準要素

「利益」 「純資産」引き下げ

（注）貸倒損失の要件をクリアする必要あり

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜２＞借入れによる設備投資、資産取得

25 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

企業活動上で必要な工場、事業所、機械等の取得

借入金による 「設備投資 」

借入金 5,000万円

工場 5,000万円 （相続税評価 2,000万円）

工場 ５,０００万円

（相続税評価 ２,０００万円）

評価減 △３,０００万円

借入金 ５,０００万円
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＜比準要素の引き下げ＞

「純資産」 「利益」

評価減 ３,０００万円

「純資産」 引下げ

減価償却 購入費用

「利益」 引下げ

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜３＞マンションを購入

現金 １億円 ⇒ マンション購入

評価額 ３，０００万円 （７，０００万円評価減）

「純資産」の引き下げ
※ 購入後 ３年間は簿価評価

ワンルームマンションの相続活用法

＜メリット＞

⑴ 1,000万円台から購入可

⑵ 家賃利回りが大きい

⑶ 分割が容易（円満相続）

⑷ 換金が可能

27 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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＜デメリット＞

⑴ 空室リスク

⑵ 地震（耐震構造）

ただし地域分散メリットも

タワーマンションの相続活用法

＜メリット＞

⑴ １億円前後の価格で大規模評価減がとれる

⑵ 高層階の高価格マンションも全建物との

全体評価になるので、評価上有利

＜デメリット＞

⑴ 分割が困難（共有持分）

⑵ 地震（液状化）
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＜４＞評価損を計上

＜不良在庫＞

災害による著しい損傷、著しい陳腐化、破損

評価損 廃棄

損失計上

類似業種比準価額の「利益」と「純資産」を引き下げる

29 Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



＜５＞譲渡損失を計上

＜含み損を抱える資産＞

バブル時 購入資産 （ 簿価 ＞ 時価 ）

「含み損」をかかえている

売却することで 「譲渡損失 」計上

類似業種比準価額 「利益 」 と 「純資産 」引き下げ
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＜６＞役員退職金を計上

＜在職時に受取る場合＞

＜死亡時に受取る場合＞

＜在職時の受取要件＞

⑴ 経営の一線から身を引く

⑵ 院政を引かない

⑶ 潤沢な資金

⑷ なるべく一時払（分割は３年以内）

⑸ 最終報酬月額×在任年数×功績倍率（最大３倍）

31

２種類ある

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved
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株価が減少（退職金計上）

贈与・譲渡チャンス

＜死亡時＞

生命保険を利用が「原則」

法人に「死亡保険金」が入る

遺族に「死亡退職金（退職一時金）」が支払われる

※支払限度額は「在職時」と同じ

最終報酬月額×在任年数×功績倍率（最大３倍）

＜非課税枠あり＞

５００万円 × 相続人の数
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＜７＞配当の減額

「類似業種比準方式」の３要素の１つ「配当」

配当を減額すると

類似業種の判定要素が下がり株価が下がる

上場企業（類似業種）は１０円以下が多数

◎配当ゼロにすると比準要素がなくなり

利益がない場合は「比準要素１」になり不利（配当ゼロのしない）
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＜ケーススタディ＞

サービス業

資本金 １，０００万（２０万株）

利益 １億円

配当 １株２５円

１株 ３９９円

配当 ２５円→５円に減額

１株 ３４３円

＜配当２５円の場合＞

３９９円×２０万株＝７，９８０万円

＜配当 ５円の場合＞

３４３円×２０万株＝６，８６０万円 （ １４％減 ）
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〈ＰＡＲＴ４〉 生前贈与

自社株式を親族に生前贈与する

＜生前贈与のメリット＞

いつでも

どこでも

誰にでも

＜チェックポイント＞

双方の承諾が必要

「諾成契約 」

贈与契約書
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生前贈与のポイント

①相続税率よりも贈与税率を低く

②毎年（なるべく数年で）

③なるべく多くの親族（受贈者）に

④株価の低いうちに多くの株を

⑤経営権には留意
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＜ケーススタディ＞

相続財産

自社株（株価） １０億円

相続人 ３人

相続税 ３億５，０００万円 ・・・⑴

（子と孫 計６名に贈与）

毎 年 ５００万円 × ６人 ＝ ３,０００万円

10年間 ３,０００万円 × １０年 ＝ ３億円

贈与税 （５００万円－１１０万円）×１５％－１０万円

＝ ４８５,０００円 × ６人 ＝ ２９１万円

２９１万円 × １０年 ＝ ２,９１０万円 ・・・⑵
Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

10年間

贈与税
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〈節税効果〉

１０億円 － ３億円 ＝ ７億円

相続税 ２億１,２４０万円 ・・・ ⑶

節税効果

⑴ － ⑵ － ⑶ ＝ １億８５０万円

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved

10年後

贈与財産



〈ＰＡＲＴ５〉自己株式の取得

＜1＞自己株式の取得が可能に

会社が自己株式（自社株）の取得は従来禁止されていた

平成１３年商法改正で「自己株式」購入が可能になった

「自己株式」を相続した場合､換金できなかった

会社に「自己株式」を譲渡することで相続人は納税が可能になった
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＜２＞金庫株とは

会社が「自己株式」を取得して長期保有

「自己株式」を金庫に入れるのと同じ効果

「金庫株」という

※会社が「自己株式」を買い取る範囲は配当可能利益の範囲
内に限られる

財源規制
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＜３＞種類株式とは

以前は「株式」の権利は同じ

商法改正で

「議決権のある株式 」

「議決権制限株式 」

「 配当優先無議決権株式 」

等の各種の株式の発行が可能になった

「 種類株式 」という

「株式」の権利に「格差」をつけられる
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＜相続対策での活用＞

⑴ 後継者には「議決権のある株式」

⑵ それ以外の相続人には「議決権制限株式」

「相続人」によって「株式」の権利を変更

「遺産分割」と「事業承継」が円滑に行く

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



〈ＰＡＲＴ６〉 生命保険
＜１＞生命保険を使った自己株式対策（自己株式の買取）

＜評価減＞

損金性の高い保険

「収益」を減らす 類似要素

＜納税資金＞

死亡保険金（法人契約）

死亡退職金

弔慰金

非課税

５００万円×相続人
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法人が、社長に対し生命保険に加入

相続

生命保険

自己株式の買取資金

相続人が自己株式を相続

相続税の納付困難

相続人が自己株式を法人に譲渡

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ Ⓒ Ｋuronaga Accounting Office All Ｒights Reserved



〈ＰＡＲＴ７〉 その他 ＜１＞社員持株会の活用

「社員持株会」とは、社員が自社株を購入し、退職時に会社が

買取る制度で、評価は「配当還元方式」が使えて有利になる

（会社）

＜メリット＞

⑴ 経営者の株式減少

⑵ 株式の社外流出の防止

⑶ 社員持株会が、株主となり、安定株主が確保

⑷ 株式の集中

＜デメリット＞

⑴ 経営者が株式を買い戻す際、贈与税が生じる可能性あり

⑵ 社員持株会の維持運営に時間と費用を要する
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（社員）

＜メリット＞

⑴ 配当金による財産形成

⑵ 株式所有によるモチベーションアップ

⑶ 経営参加意識の向上

⑷ 会社に対する帰属意識が高まる

＜デメリット＞

⑴ 株式市場がないため換金性に乏しいこと

⑵ 業績により配当金が支払われない可能性があること
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＜２＞ 役員借入金

＜債務免除＞

役員借入金 ⇒ 役員個人の相続財産

（名目上の財産）

キャッシュがなくても 「相続税 」が課税される

法人に 「繰越欠損金 」がある場合は、役員が

その 「役員借入金 」を債務免除

「相続財産」が減る

＜ＤＥＳ＞

Ｄｅｂｔ（負債）Ｅｑｕｉｔｙ（自己資本）Ｓｗａｐ（交換）

役員借入金を「資本」として「増資」する
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＜３＞ 非上場株式の物納

相続税の納付

原則 ・・・・・ 金銭全額納付

例外 ・・・・・ 金額納付が困難な場合

「金銭納付を困難とする理由書 」を提出

許可を受ける必要有

「延納」（分割納付）

〈例外の例外〉

財産の大部分が 「自社株」の場合

「物納 」申請ができる （一定の制限あり）

ただし 「相続人」か 「発行会社 」が買取が前提
48
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〈 物納できない非上場株式 〉

① 金融商品取引法等の規定で譲渡の手続きが

とられていないもの

② 譲渡制限株式

③ 質権その他の担保権の目的となっている株式

④ 権利の帰属について争いがある株式
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〈物納の流れ〉

「物納 」許可

随意契約適格者（物納者､当該法人）

に収納日が１ヶ月以内に買取意向確認

１年以内に購入する必要

国が評価した 「時価 」

買取意向がない場合は

「一般競争入札 」

（５年以内に処分）
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